
資本的支出と修繕費の区分は、支出の実質により判断します。しかし、実務上はその判断が難しいことも多いため、金額や支出の周期
的に区分する取扱いが認められています。

第13回 資本的支出と修繕費─後編─ 公認会計士・税理士　篠藤敦子

　社屋を建築してから20年が経過し、床や壁の汚れやキズが目立つようになったため、200万円をかけて内装改修工事を行
いました。工事費用が多額なので、全額が資本的支出となるのでしょうか。なお、工事費用のうち、明らかに資本的支出又
は修繕費として区分できる金額はありません。社屋の前期末取得価額は2,500万円です。

　修理等の費用を資本的支出と修繕費に形式的に区分する基準は、次のとおりです。

事費用のうち、明らかに資本的支出又は修繕費として区分できる金額がなく、工事費用の総額が社屋の前期末取得価額
％以下の金額であるため、全額を修繕費として損金の額に算入することが認められます。の10％

解説

資本的支出と修繕費の区分は、修理等の費用をいずれの期の損金の額に算入するかという問題なので、処理を簡便化
するため、金額や支出の周期等によって形式的に区分する方法が認められています。
今回の事例で、工事費用が300万円であった場合には、❺の要件には該当しませんので、❻の基準により区分するこ

とができます。❻の基準による場合には、継続適用が求められていることに注意が必要です。

一の計画に基づき同一の固定資産に対して行う修理、改良等に要した費用（以下「修理等の費用」といいます｡）については、形式的

に資本的支出と修繕費に区分する取扱いが認められています。
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　本事例の工事費用は、 の❶～❹には該当しませんので、❺の要件について検討します。社屋の前期末取得価額は2,500万円ですので、
工事費用はその10％以下となります。よって、工事費用の全額を修繕費として損金の額に算入することが認められます。
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　これらの基準により修繕費として損金の額に算入するには、修理等の費用を損金経理することが必要です。

□資本的支出と修繕費の形式的な区分基準（❶から❼へ順番に適用します｡）

金額、支出の周期等の要件

事業年度ごとの修理等の費用が20万円未満である❶ 該当する

修理等の費用の税務上の取扱い

おおむね３年以内の期間を周期として行われる修理等
の費用である❷ 該当する

修理等の費用のうち、資本的支出又は修繕費であるこ
とが明らかである金額がある❸ 該当する

修理等の費用のうち、資本的支出か修繕費かが明らか
でない金額があり、その金額が60万円未満である❹ 該当する

修理等の費用のうち、資本的支出か修繕費かが明らか
でない金額があり、その金額が修理、改良等に係る固
定資産の前期末取得価額のおおむね10％以下である

❺ 該当する

修理等の費用のうち、資本的支出か修繕費かが明らか
でない金額があり、継続して７：３基準を適用してい
る
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又は 修　繕　費資本的支出実質により

＊ ｢７：３基準」で計算した修繕費の金額よりも、修理、改良等をした固定資産の前期末取得価額の10％の方が少なければ、前期末取得価額の10％が修繕費、残りの金額が資本的支出と
なります。
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